
ひ
ろ
ゆ
き

浩
之

お
き
た

１
９
７
７
年
１
０
月
大
阪
市
東
住
吉
区
生
ま
れ（
４
７
歳
）

　

東
京
大
学
法
学
部
卒
業

　

東
京
大
学
大
学
院
法
学
政
治
学
研
究
科

　
　
　

公
共
政
策
専
修
コ
ー
ス
修
了

　

東
京
の
大
手
銀
行
に
て
法
人
向
け
融
資
業
務

大
阪
大
学
法
科
大
学
院
修
了

弁
護
士
登
録（
大
阪
弁
護
士
会
）

　
　
　

税
理
士
登
録（
近
税
会
阿
倍
野
支
部
）

　

大
阪
府
議
会
議
員（
大
阪
市
阿
倍
野
区
選
出
・２
期
）

　

大
阪
維
新
の
会
府
議
団
政
調
会
長

　
　
　

都
構
想
推
進
本
部
メ
ン
バ
ー
等
を
歴
任

   
   

大
阪
府
議
会
に
議
員
提
案
の
君
が
代
条
例
、

         

教
育
基
本
条
例
を
起
案
。

   

日
本
維
新
の
会「
維
新
八
策
」の
策
定
過
程
に
参
画

   

現
在　

所
属
弁
護
士
７
名
の
法
律
事
務
所
代
表
。

　
　
　

専
門
分
野
は
、相
続
、事
業
承
継
・
М
＆
Ａ
、

　
　
　

不
動
産
取
引
と
こ
れ
ら
業
務
に
関
連
す
る
税
務
。

【
趣
味
】　

歴
史
物
の
映
画
・ド
ラ
マ
鑑
賞

【
家
族
】　

妻
と
娘（
今
年
４
月
か
ら
中
１
と
小
５
）

憲
法
改
正

女
性
活
躍
推
進
と
年
金
制
度
改
革

党
本
部
に
税
制
に
精
通
し
た
議
員
で
構
成
す
る

税
制
調
査
会（
税
調
）を
設
置

業
界
団
体
の
既
得
権
保
護
の
た
め
の
租
税
特
別
措
置
に

メ
ス
を
入
れ
、国
民
目
線
の
公
平
公
正
な
税
制
改
革
を
断
行

１
０
３
万
円
の
壁
の
１
７
８
万
円
へ
の
引
き
上
げ
に
向
け
た

所
得
税
改
革

令
和
版
市
町
村
合
併
に
向
け
た
国
に
よ
る
支
援
制
度
の
創
設

児
童
相
談
所
必
置
化
等
に
向
け
た
中
核
市
の
権
限
財
源
強
化

自
治
体
の
課
税
自
主
権
拡
充
に
向
け
た
法
定
外
税
の
要
件
緩
和

年
金
課
税
強
化
と
現
役
世
代
の
年
金
保
険
料
引
き
下
げ

民
間
企
業
の
男
性
育
児
休
業
の
２
週
間
以
上
取
得
割
合

８
５
％
以
上
の
目
標
設
定

１
３
０
万
円
の
壁
撤
廃
と
３
号
被
保
険
者（
専
業
主
婦
）問
題
の
解
消

９
条
へ
の
自
衛
隊
明
記
と
自
衛
官
の
処
遇
改
善

大
規
模
災
害
、パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
備
え
た
緊
急
事
態
条
項
の
創
設

憲
法
裁
判
所
の
設
置
と
司
法
予
算
の
大
幅
拡
充


